
1 工事（委託）名

2 工事（委託）番号 第 号

3 工事（委託）場所 御所市

4 現場説明書返却について ダウンロードによる（返却不要）

5 現場説明書記載項目

第１章 概要

第２章 入札に関する注意事項

第３章 特記事項

・ 入札条件書

・ 特記仕様書

・ その他

6 仕様書

7 位置図

改良住宅（戸毛地区・幸町地区）下水接続工事
設計業務

戸毛・楢原 地内

住委

  御　所　市　役　所  

現　場　説　明　書

委託

2



第１章 概　要

1 工事（委託）名

2 工事（委託）番号 住委 第 2 号

3 工事（委託）場所 御所市

4 工事（委託）概要

5 竣工（履行）期日

6 発注担当課 住宅課

7 部分引き渡し 有

※ 指定部分

・ 指定部分 設計業務部分

・ 引渡し期日

・ 部分引渡しに 御所市総合運動公園トイレ改築工事設計・監理業務委託

係る成果物

※ 指定部分２

・ 指定部分

・ 引渡し期日

・ 部分引き渡しに

係る成果物

8 業務委託料における実施設計業務と工事監理業務の割合

実施設計業務 ％

工事監理業務 ％

改良住宅（戸毛地区・幸町地区）下水接続工事設計業務

57.7

平成26年11月20日

御所市 戸毛改良住宅 1 号～6 号、13 号～20 号・・・計 14
戸
 幸町改良住宅 69 号～75 号、77 号～80 号・・・計 11 戸
上記建物の下水道接続設計業務　一式

地内

委託

戸毛・楢原

42.3

　・「実施設計業務仕様書」記載の成果品

令和7年11月28日



第２章 入札に関する注意事項

1 　現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答

　質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書を 持参・メールにより提出してください。

（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。）

kanzai@city.gose.nara.jp

7 年 5 月 12 日 11 ： 00 までに提出してください。

御所市役所　管財課　（新館２階）

http://www.city.gose.nara.jp/

2 　入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。

（消費税及び地方消費税を含まない価格）

　入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。

3 　回答方法 (令和 7 年 5 月 14 日 17 ： 00 までに送信）

　回答文書を FAX・メールにより当該質問者に送信いたします。

　但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。

　該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役所

管財課へ返信メールをお願いします。

4 　現場説明書等の交付について

　御所市ホームページからダウンロードにより提供

5 　落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金退職金共済法の基づく建設業退職金共済制度

の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛け金収納書を提出して下さい。

（　機構奈良県支部　：　奈良市高天町５－１奈良県建設会館内　TEL　0742-22-3345　）

6 　この工事の入札結果により、同一業者が、同一工事区域又は工事区域が連結した場所で、かつ工期

が重複又は継続して施工することとなった場合は、協議無く共通費（共通仮設費、現場管理費及び一

般管理費等）を再計算し、請負額を変更することがあります。

5

6

　仕様書第20条に記載の公的資格について、該当しない場合については、入札を辞退していただ
くことになりますので、その場合は辞退届の提出を願います。

令和

質問書様式

提出場所

質問書提出期限

　落札者は、契約締結までに仕様書第20条に記載の公的資格の取得について確認出来る書面の写
しを御所市税務課に提出し、承認を得てください。
　承認出来ない場合や契約締結までに提出が無い場合、契約条件に違反するため契約を締結する
ことが出来ず、入札参加資格停止の対象となりますのでご注意願います。



（建築設計業務）

第３章 特記事項

1 総論

　本業務委託の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）

を十分に理解し、履行してください。

2 履行条件

（１） 一般事項

※ 　本業務委託は、別紙の特記仕様書に定める基準書および建築設計業務委託共通仕様書（奈良県

土木部）最新版により履行するものとする。

　（建築設計業務委託共通仕様書中「奈良県土木部が発注する」は、「御所市が発注する」

に置き換えるものとする。）



住委 第 2 号

御所市 地内

　契約日翌日（土日、祝日除く）から、

住宅課

上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。

１ 共通事項 　当該入札は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）、御所市契約規則（昭和39年10月20日規則第

18号）その他法令、規則などに基づき執行いたします。

2 当該入札に 予定価格 円(税込み)

関する条件 入札書比較価格 円(税抜き)

最低制限基準価格 円(税込み)

最低制限基準比較価格 円(税抜き)

％

％

％

3 入札辞退 　入札参加資格申請後、入札を辞退するときは辞退届の提出が必要となります。

4 入札中止 　入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は

入札を中止します。

契約時必要事項（落札者決定後、記入）

落札者名

　　円（うち消費税相当額　　　　　　　　円）

　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

着工（着手）日 　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　要　　・　　不要　　 日分

要　　・　　不要　　 （請負額が500万円を上回った場合必要）

要　　・　　不要　　 （請負額が100万円を上回った場合必要）

・契約は落札日から8日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結
その他 しなければなりません。

議会の議決

委託番号

解体工事に要する費
用（別紙１）

請負額が300万円を上
回った場合可

再度入札

令和　　   年度

令和7年11月28日

入　札　条　件　書

履行期間

委託名

契約額

契約日

郵便

令和　   　年度

入札方法

委託箇所 戸毛・楢原

6,677,000

担当課

再生資源利用（促
進）計画書、及び実
施書 （契約後、担当課へ提出）

（請負額が100万円を上回った
場合必要）

建設業退職金共済掛
金証紙

御所市役所

前払金請求

不要

5,456,000

4,960,000

なし

委託
改良住宅（戸毛地区・幸町地区）下水道接続工事

設計業務

各年度におけ
る支払予定額

の割合

6,070,000

令和  　　 年度



委託場所

戸毛団地1号～6号、13号～20号 計14戸

委 託 場 所 位 置 図

委託場所

幸町団地69号～75号、77号～80号 計



工事設計業務委託特記仕様書 

 

１ 業務名称  ： 改良住宅(戸毛地区･幸町地区)下水接続工事設計業務 

２ 履行期間  ： 契約締結日の翌日から令和７年１１月２８日まで 

         ただし、成果図書一覧における設計図書（設計図製本を除く）・積算資料に

おいては令和７年１０月３１日までとする。 

３ 対象施設概要 

（１）施設の名称 ： 御所市 戸毛改良住宅 1号～6号、13号～20号・・・計 14戸 

               幸町改良住宅 69号～75号、77号～80号・・・計 11戸 

（２）施設の場所 ： 御所市 戸毛・楢原 地内 

（３）構造・面積等： ・戸毛改良住宅 

ＰＣ造２階建 1戸当り平均延床面積 85.37㎡ 

           ・幸町改良住宅 

鉄骨造 2階建 1戸当り平均延床面積 85.97㎡ 

４ 対象工事の概要 

（１）工事名   ： 戸毛改良住宅下水接続工事  

           幸町改良住宅下水接続工事  

（２）工事概要  ： 宅内の下水接続及び住戸内トイレ改修工事一式 

（３）予定工期  ： 次年度予定 

５ 設計業務の内容 

（１）一般業務 

一般業務は、建築工事設計業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）に規定し

た項目のほか、次による。詳細については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指

示によるものとする。 

ア 設計に関する業務 

（ア）要求等の確認 

ａ 発注者の要求など諸条件を設計条件として整理する。 

ｂ 整理した設計条件に変更がある場合は調査職員と協議する。 

（イ）法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

ａ 法令及び条例上の制約条件について、設計の内容に即した詳細な調査を行う。 

ｂ 設計に必要な範囲で関係機関と事前に打合せを行い、調査職員に報告する。 



（ウ）上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

ａ 設計に必要な範囲で供給状況を調査し、関係機関との打合せを行う。 

（エ）設計方針の策定 

ａ 意匠、構造及び設備の各要素の検証を通じて、設計を総合的に検討する。 

ｂ 総合検討の結果を踏まえ設計方針を策定し、調査職員に提出し承諾を受ける。 

（オ）設計図書の作成 

ａ 設計方針に基づき技術的な検討や予算との整合を行い、設計図書を作成する。 

ｂ 関係機関との事前打合せを踏まえ、必要な書類等を作成する。 

（カ）概算工事費の検討 

ａ 工事に要する費用を概算し、工事費概算書を作成のうえ、調査職員の承諾を受ける。 

（キ）設計内容の説明等 

ａ 調査職員に対して設計意図及び設計内容の総合的な説明を行い承諾を受ける。 

（２）その他業務 

その他業務は、次に掲げる業務とする。詳細については、共通仕様書の定めによるほか、

調査職員の指示によるものとする。 

ア 工事設計に関する業務 

（ア）工事費積算業務 

（イ）現場説明書の作成 

（ウ）工事概略工程表の作成 

（３） 業務の実施 

ア 適用基準 

（ア）設計基準 

・建築設計基準 ・建築設備計画基準 ・建築設備設計基準 

・建築設備工事設計図書作成基準 ・公共建築設備工事標準図 

・建築物解体工事共通仕様書 ・解体工事の手引き 

（イ）施工基準 

・公共建築工事標準仕様書 ・公共建築改修工事標準仕様書 

（ウ） 積算基準 

・公共建築工事積算基準 ・公共建築工事標準単価積算基準 

・公共建築数量積算基準 ・公共建築設備数量積算基準 

・公共建築工事共通費積算基準 ・公共建築工事内訳書標準様式 



イ 設計業務の実施 

（ア） 一般事項 

ａ 打合せは、業務着手時及び調査職員又は管理技術者が必要と認めたときに行う。 

ｂ 設計業務は指示された設計与条件及び適用基準によって行うこと。 

ｃ 実施工程を作成して、円滑な打合せ及び設計を行うこと。 

ｄ 設計図書は調査職員との協議により、発注工事区分毎にまとめるものとする。 

ｅ 指定部分及び国庫補助対象部分とその他の部分がある為、それぞれを区分して設計

図書を作成すること。対象区分は調査職員の指示によるものとする。 

ｆ 設計業務は予定工事費を遵守して実施するものとし、これを超過する見込みがある

場合は速やかに調査職員と協議うえ、受託者の責において設計図書の修正を行うも

のとする。 

（イ） 設計図書の作成 

ａ 設計原図の大きさは調査職員との協議によること。 

ｂ CAD データは jww 形式により作成または変換済みのものとし、PDF 形式のものと合

わせて CD-R等の電子媒体で提出すること。 

（ウ） 工事費内訳明細書の作成 

ａ 積算業務は調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準によって行うこと。 

ｂ 積算に採用する単価等は「県土マネジメント部建築工事等積算基準書」によるほか

調査職員の指示による。 

ｃ 一式計上は極力避け、やむを得ない場合は別紙明細書若しくは代価表を作成するこ

と。 

ｄ 単価の採用根拠を明らかにするため備考欄にその旨を明記すること。 

ｅ 工事費内訳明細書、数量計算書等は Excel(xls 形式)により作成すること。尚、様

式等は調査職員の指示によるが、数式データとすること 

ウ 成果図書 

（ア）実施設計に関する業務 

ａ 成果図面 

 建築（意匠）設計図・・・作成図面は協議による 

・仮設平面図（仮設トイレ参考図含む） ・便所改修平面 

 建築（構造）設計図 

・仕様書 ・基礎伏図（参考図程度） ・構造伏図 ・軸組図 ・各部断面図 



 電気設備設計図・・・作成図面は協議による 

・便所改修平面（コンセント設備） 

 空気調和設備設計図 

・仕様書 ・機器表 ・各種設備図 

 給排水衛生設備設計図・・・作成図面は協議による 

・仕様書 ・ますリスト ・改修平面図 ・現況平面図 ・便所改修詳細図 

（注）建築（構造）は、建築（意匠）の成果物に含めることができる。 

※ 業務履行にあたり上記以外の図面が必要となる場合は、その図面も作成すること。 

なお、上記図面においても協議の上、不要なものは作成の必要はないものとする。 

※ その他調査職員の指示によるものを成果物として提出する。 

（イ）提出部数等 

   別紙参照 

（４）管理技術者等の資格要件 

管理技術者は、一級建築士の資格を有すること。 

（５）貸与品等 

ア 貸与品等の引渡を受けた場合は、調査職員に受領書又は借用書を提出すること。 

イ 各改良住宅の設計図 

６ その他の提出書類 

（１）その他の提出書類は、御所市建設工事、測量・設計コンサルタント等委託業務における

説明・各種様式によるほか、調査職員の指示によるものとする。 

７ 工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する業務 

（１）設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

ア 工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を発注者を通

じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。 

イ 設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある

部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。 

（２）工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 

ア 設計意図等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設

備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行

い、必要な助言等を発注者に対して行う。 

 



８ 特記事項 

（１）本業務の入札用見積もりの際に図面閲覧等が必要な場合は、事前に所管課へ連絡調整の

うえ実施すること。 

（２）業務履行にあたり現地調査を行う場合は、調査職員と協議のうえ実施すること。 

（３）関係諸官庁への申請（確認申請）や届出等が必要な場合は、その業務も行うこと。 

（４）既存建築物における石綿含有部材に関しては、事前調査を行い必要に応じて分析調査を

実施するなどして、事前調査結果報告書を作成し、法令に遵守して処理できるよう図面

に反映させること。なお今回、分析調査が必要となった場合は、設計変更の対象とする。  

（５）受託者は業務完了後も、疑義等必要が生じた場合は随時発注者との協議に応じるものと

する。 

（６）業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。 

   成果図書一覧 

区分 名 称 規格等 部数 備考 

設
計
図
書 

設計図製本 A3版二つ折り １部 発注区分毎 

設計図 A3版ﾊﾞﾗ  １部 発注区分毎 

設計 CAD ﾃﾞｰﾀ CD-R等 １部 JWW・PDF 

積
算
資
料 

工事費内訳書  

１部 

電子ﾃﾞｰﾀ化で

きるものは CAD

ﾃﾞｰﾀと合本 

数量計算書  

見積書及び比較表  

採用単価（ｶﾀﾛｸﾞ等）  

そ
の
他 

関係法令チェックリスト  

１部 

打合せ記録  

リサイクル計画書  

工事概略工程表  

各種技術資料  

建基法、消防法等提出図書  

必要に

応じて 

諸官庁等届出書類  

石綿含有建材調査報告書（設計

時） 
 













k-yamashita
ノート注釈
k-yamashita : Marked

k-yamashita
長方形


